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本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

 

・平成２１年 ９月 青森県地方港湾審議会 

・平成２１年１１月 交通政策審議会第３６回港湾分科会 

 

の議を経、その後の変更については 

 

・平成２３年 ２月 青森県地方港湾審議会 

・平成２３年 ４月 交通政策審議会第４１回港湾分科会 

・平成２４年１２月 青森県地方港湾審議会 

・平成２５年 ７月 青森県地方港湾審議会 

 

の議を経た八戸港の港湾計画の一部を変更するものである。 
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変更理由 

 

内貿フェリー輸送の利便性向上を図るため、八太郎地区において、

フェリー埠頭計画を変更する。 

また、フェリー埠頭計画の変更に伴い、公共埠頭計画、水域施設

計画、大規模地震対策施設計画等を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Ⅰ 港湾施設の規模及び配置 

１．公共埠頭計画 

 

  フェリー埠頭計画の変更に伴い、以下の施設について計画を

変更する。 

 

１－１．八太郎地区 

 

（１）３号埠頭 

 

 水深７．５ｍ 岸壁１バース 延長１８０ｍ H-N 

〔既設の変更計画〕 

 埠頭用地 ２ｈａ（荷さばき施設用地及び保管施設用地） 

〔既設の変更計画〕 

 

 

 既設 

   水深７．５ｍ 岸壁２バース 延長２６０ｍ H-N、H-O 

   埠頭用地 ２ｈａ（荷さばき施設用地及び保管施設用地） 
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２．フェリー埠頭計画 

 

内貿フェリー輸送の利便性向上を図るため、以下の施設につい

て計画を変更する。 

 

 ２－１．八太郎地区 

  

水深７．５ｍ 岸壁１バース 延長１９３ｍ  

       （うち、船首尾係船岸２８ｍ）（公共）FER-1   

〔既設〕 

水深７．５ｍ 岸壁１バース 延長１８０ｍ（公共）FER-2 

〔既設の変更計画〕 

 

 

 

埠頭用地 ４ｈａ（旅客施設用地３ｈａ、 

        荷さばき施設用地及び保管施設用地１ｈａ） 

〔既設の変更計画〕 

 

 

 既設 

水深７．５ｍ 岸壁１バース 延長１９３ｍ FER 

           （うち、船首尾係船岸２８ｍ）（公共） 

埠頭用地 ４ｈａ（旅客施設用地３ｈａ、 

        荷さばき施設用地及び保管施設用地１ｈａ） 
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３．水域施設計画 

 

フェリー埠頭計画の変更に伴い、八太郎地区の航路・泊地及

び泊地のうち、以下の施設について計画を変更する。 

 

３－１．航路・泊地 

八太郎地区 

 水深７．５ｍ 面積１７ｈａ〔既設の変更計画〕 

 

 既設 

  水深７．５ｍ 面積１８ｈａ 

 

 

３－２．泊地 

八太郎地区 

 水深７．５ｍ 面積１８ｈａ〔既設の変更計画〕 

 

 既設 

  水深７．５ｍ 面積１７ｈａ 
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Ⅱ その他重要事項 

１．国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能する 

ために必要な施設 

 （１）今回計画している施設のうち、本港が国際海上輸送網又 

は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な施設 

は以下のとおりである。 

 

 八太郎地区 

  岸壁 

   水深７．５ｍ 岸壁１バース 延長１９３ｍ FER-1 

（うち船首尾係船岸２８ｍ）［既設の変更計画］ 

      水深７．５ｍ 岸壁１バース 延長１８０ｍ FER-2 

［新規計画］ 

 

 

２．大規模地震対策施設計画  

 （１）幹線貨物輸送の拠点として機能するために必要な施設 

   今回計画している施設のうち、幹線貨物輸送の拠点として 

機能するために必要な施設を次のとおり計画する。 

 

 八太郎地区 

  岸壁 

   水深７．５ｍ 岸壁１バース 延長１９３ｍ FER-1 

（うち船首尾係船岸２８ｍ）［既設の変更計画］ 

      水深７．５ｍ 岸壁１バース 延長１８０ｍ FER-2 

［新規計画］ 

 

  道路 

   臨港道路八太郎３号埠頭線［既設］ 

   起点：八太郎３号埠頭～終点：市道前田小田線４車線
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八戸港港湾計画図（八太郎地区） 
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観測期間　平成13年～平成17年

全体（観測回数43,533回）

10m/s以上（無測回数1,418回）

観測場所
八戸市河原木

（八戸港湾・空港整備事務所旧工事課構内）

30％20％10％


